
主催：(公社)藤枝法人会 

◆◆◆パソコンセミナー後期講座◆◆◆  

全ての事業者が対象！他人ごとでは済まされない！ 

マイナンバー制度を見据えた対応！ 

 
 日  時 / 平成 28年 2月 10日(水) 13：30～16：30 

 会  場 / 焼津文化会館・3階会議室 

 定  員 / 120名(定員に達し次第、締め切らせて頂きます。) 

 参加費 / 藤枝法人会会員 無料 / 非会員企業・一般の方 1,000円(当日、頂きます。) 

 

 

きりとり不要 

藤枝法人会行き                 FAX：645-1310                 〆切：1/15(金) 

情報漏洩・セキュリティ対策ＩＴ最新事情講座 申込書 

法人名                             

氏 名                            ・                              

TEL                                           2016/02/10 PCセミナー後期講座 

情報漏洩・セキュリティ対策 IT最新事情講座 

来年 1 月から運用がスタートするマイナンバー制度・改定個人情報保護法では、取り扱う情報の量に関わらず、全て

の事業者が対象となります。 

社会保障や税金等の分野において情報を管理して、社会保障給付の不正受給や税金の負担を不当に免れることを

防止できるというものです。 

一方、事業者にとっては、個人番号の流出・漏えいには、厳しい罰則もあるだけに、一段の情報漏洩やセキュリティに対

する対応・対策の強化が求められてきています。 

悪意のある不正アクセスで大量の個人情報流出事件があっただけに、今回のマイナンバー制度では、脆弱といわれる

中小企業のセキュリティ対策に努める必要性が増しています。 

本講座では、事業者がビジネスでインターネットを利用する際に、不正アクセスを狙ったメールへの対策、情報漏洩を未

然に防ぐセキュティ対策などを中心に学びますので、経営者や社員や家族等の個人番号を基に法定事務を行う実務担

当者のご参加をお薦めします。 

【プログラム】  

・マイナンバー制度とは ・コンピューター・ウィルスの侵入経路 

・マイナンバー制度導入でここが変わる個人情報の取り扱い ・ウィルスに感染しないための３箇条 

・罰則規定もある非常に厳しい保護責任 ・情報漏洩を起こさない社内体制とチェックポイント 

・企業の情報漏洩はここから起こる ・クラウド（ネット上の貸金庫）を活用して管理 

・企業内の情報を狙った最近の不正アクセスの手口 するポイント 

 

 
講師 フィルゲート代表・EC 研究会理事 菊原政信 氏 

株式会社フィールドデザイン講師   

＜プロフィール＞ 

1984年青山学院大学を卒業・在学中よりビジネスを始め卒業と同時に貿易・国内卸売を行う。 

その後、システム開発会社の代表を経て、2010年フィルゲートを設立。 

現在、マーケティング、新事業開発、システム開発のコンサルティングを中心として活動中。 

EC研究会（1996年設立）理事、諸団体アドバイザー、講演多数。 

 


